	新

　　　　高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱（抜粋）

　

　　（趣旨）
第1条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第
167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、高知県内に主たる営業所を有する建設業者のうち、高知県が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。第３条第２項において同じ。）の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及び入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）等について定める。
　　（入札参加資格者）
第2条 入札参加資格のある者は、次条の規定により資格審査を受
け、高知県建設工事入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された者とする。

　　（資格審査）

第3条 略
２　資格審査は、建設業法別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類（第５項第１号において「工事種類」という。）ごとに行い、同法第27条の23の規定による経営事項審査（同項第２号において「経営事項審査」という。）の総合評定値と、知事が別に定める審査項目
	旧

高知県建設工事競争入札参加資格審査要綱（抜粋）

　　（趣旨）
第1条 　この要綱は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第
167条の５第１項及び第167条の11第２項の規定に基づき、高知県内に主たる営業所を有する建設業者のうち、高知県が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及び入札参加資格の審査（以下「資格審査」という。）等について定める。
　　（入札参加資格者）
第2条 　入札参加資格のある者（以下「入札参加資格者」という。）
は、第３条で定める資格審査を受け、高知県建設工事入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された者とする。
　　（資格審査）
第3条 　略
２　資格審査は、建設業法の別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類（以下「工事種類」という。）ごとに行い、同法第27条の23の規定に基づく経営事項審査の総合評定値と、別に定める審査項目
の評価点の合計値（以下「地域点数」という。）との合計（以下


	の評価点の合計値（次項第２号において「地域点数」という。）との合計（第９条において「総合点数」という。）に基づき資格者名簿への登載を行う。
３　資格審査を申請しようとする者は、次に掲げる書類を第１項の審査基準日（以下「審査基準日」という。）の翌年の１月31日（その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和
23年法律第178号）第３条に規定する休日（以下この項において「日曜日等」という。）に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日）までに知事に提出しなければならない。
　　(１)　知事が別に定める高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書（県内業者）
　　(２)　知事が別に定める地域点数の審査に必要な書類
　　(３)　年間委任状（提出の必要がある者のみとし。様式は、適宜とする。）
　　(４)　前３号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書
　　　類
４　前項の規定による書類の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
　(１)　審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税及び市町村税の納税証明書の原本各１部
　　(２)　前号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類
	「総合点数」という。）に基づき資格者名簿への登載を行う。
３　資格審査を申請しようとする者は、次に掲げる書類を審査基準日の翌年の１月31日（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たる場合は、その翌日）までに提出しなければならない。
　　(１)　別に定める高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書（県内業者）
　　(２)　別に定める地域点数の審査に必要な書類
　　(３)  年間委任状（必要な者のみ。様式は適宜）
　　(４)　その他知事が必要と認める書類
４　前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提示しなければならない。
　(１)　審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税及び市町村税の納税証明書原本各１部
　　(２)　その他知事が必要と認める書類


	５　次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を申請することが
できない。
   （１） 資格審査を申請する工事種類について、審査基準日までに　 　建設業法第３条第１項の許可（以下「建設業の許可」という。）を受けていない者
（２） 略
（３） 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している者。ただし、資格審査を申請する日（次号において「申請日」という。）までに完納した場合は、この限りでない。
　　(４)　県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいる者にあっては個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしておらず、かつ、今後個人住民税の特別徴収をする旨の誓約をしない者、県内の市町村において個人住民税を特別徴収するべき従業員がいない者にあっては個人住民税を特別徴収するべき従業員が生じたときに個人住民税の特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をする旨の誓約をしない者
　　(５)　手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取　　　　引を停止されている者
　　(６)　破産者で復権を得ないもの
　　(７)　前各号に掲げる者のほか、経営状態が著しく不健全である


	　
　 ５　次に掲げる者は、資格審査を申請することができない。

   （１） 資格審査を申請する工事種類について、審査基準日までに建設業法に基づく建設業の許可を受けていない者

　 （２） 略
　 　　　（３） 審査基準日の前日までに納期限の到来した国税、県税又は市町村税を滞納している者。ただし、申請日までに完納した場合は、この限りではない。
(４)　手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取　　　 　引を停止されている者
　　　(５)　破産者で復権を得ない者
　　　(６)　その他経営状態が著しく不健全であると認められる者

	と認められる者
（資格審査の結果の通知及び公表）　
第４条　知事は、資格審査の結果を知事が別に定める資格決定通知書により資格審査を申請した者に通知するとともに、高知県土木部建設管理課内に設けられた高知県建設業者許可書類閲覧所等において公表するものとする。
　（申請内容の変更の届出）
第５条　資格審査を申請した者又は資格者名簿に登載された者は、申請内容の変更があったときは、知事が別に定める高知県建設工事競争入札参加資格申請書記載事項変更届を直ちに知事に提出しなければならない。
  　（入札参加資格の取消し）
第６条　知事は、有資格者名簿に登載された者（以下「有資格者」　　という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格を取り消すものとする。
(1) 略
(2) 第３条第３項各号及び第４項各号に掲げる書類の重要な事
項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(3) 第３条第５項第５号から第７号までのいずれかに該当する
こととなったとき。

(4) 略

(5) 建設業の許可の更新を受けずに当該建設業の許可の有効期

間が満了したとき。
	　
 （審査結果の通知及び公表）　
第４条　知事は、資格審査の結果を別に定める資格決定通知書により資格審査を申請した者に通知するとともに、高知県土木部建設管理課内に設けられた高知県建設業者許可書類閲覧所等において公表するものとする。
　（変更届）
第５条　資格審査を申請した者及び資格者名簿に登載された者は、申請内容の変更があったときは、別に定める高知県建設工事競争入札参加資格申請書記載事項変更届を直ちに提出しなければならない。
 （資格の取消し）
第６条　知事は、有資格者名簿に登載された者（以下「有資格者」　　という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を　　取り消すものとする。
(1) 　略

(2) 　第３条第３項及び第４項に定める申請書類の重要な事項について、故意に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(3) 　第３条第５項第４号、第５号又は第６号に該当することとなったとき。

(4) 　略

(5) 　建設業の許可の更新を受けずに当該許可の有効期間が満了したとき。

	　
（入札参加資格の承継）
第７条　有資格者である個人（以下この条において「有資格個人」という。）が 法人組織に変更し、法人として建設業の許可を受けた場合又は無資格者（資格者名簿に登録されていない者をいう。次条第１項において同じ。）である個人が有資格者個人から営業の譲渡（相続を含む。）を受け、個人として建設業の許可を受けた場合において、営業の同一性が認められるときは、入札参加資格を承継するものとする。この場合においては、知事が別に定める高知県建設工事競争入札参加資格承継申請書及び知事が必要があると認める書類を知事に提出しなければならない。

（会社の合併等による入札参加資格の承継の手続）
第８条  略
(1) 有資格者と他の有資格者又は無資格者とが合併した場合
(２)　略
(３)　有資格者が会社分割を行ったことにより、入札参加資格に関する営業を承継した（会社分割により新たに設立する会社に承継するときを含む。）場合

(４)　略
２　前項第２号又は第３号に該当する場合において、営業の一部を譲り渡した会社又は会社分割を行った会社が引き続き入札参加資格の一部を有するときは、当該営業の一部を譲り渡した会社又は
	（資格の承継）
第７条　有資格者である個人（以下「有資格個人」という。）が 法人組織に変更し、法人として建設業の許可を受けた場合又は無資格者である個人が有資格者個人から営業の譲渡（相続を含む。）を受け、個人として建設業の許可を受けた場合において、営業の同一性が認められるときは、入札参加資格を承継するものとする。この場合、別に定める高知県建設工事競争入札参加資格承継申請書及び知事が必要と認める書類を提出しなければならない。

（会社の合併等による資格の承継の手続）
第８条  略
(１)　有資格者と他の有資格者又は資格者名簿に登載されていない者（以下この項において「無資格者」という。）とが合併した場合

(２)　略
(３)　有資格者が会社分割を行ったことにより、資格に関する営業を承継した（会社分割により新たに設立する会社に承継するときを含む。）場合

(４)　略
２　前項第２号又は第３号に該当する場合において、営業の一部を譲り渡した会社又は会社分割を行った会社が引き続き資格の一部を有するときは、当該営業の一部を譲り渡した会社又は会社分割

	　会社分割を行った会社は、営業の一部を譲り受けた会社又は入札参加資格に関する営業を承継した会社と同時に資格審査を申請し
なければならない。
　（資格審査の特例）

第９条　第３条第２項の規定にかかわらず、前条第１項第１号の規定による合併会社、同項第４号の規定による協業組合又は中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合である場合における総合点数の算定方法等については、知事が別に定める。

　　（入札参加資格の再審査）

第10条　有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。この場合においては、当該有資格者の申請により入札参加資格の再審査を行うものとする。
 　 (１)　会社更生法（平成14年法律第154号）による会社更生手続開始の申立てを行ったとき。
 　 (２)　略

（３)　民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てを行ったとき。　 

２　前項の規定による入札参加資格の再審査を申請しようとする者は、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
　　(１)　知事が別に定める高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書（県内業者）
	を行った会社は、営業の一部を譲り受けた会社又は資格に関する営業を承継した会社と同時に資格審査を申請しなければならない。　

　（資格審査の特例）

第９条　第３条第２項の規定にかかわらず、前条第１項第１号の規定による合併会社、同項第４号の規定による協業組合及び中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合である場合における総合点数の算定方法等については、別に定める。
　　（資格の再審査）

第10条　有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。この場合、当該有資格者の申請により資格の再審査を行うものとする。
 　 (１)　会社更生法（平成14年法律第154号）による会社更生手続き開始の申立てを行ったとき。
 　 (２)　略
　 　(３)　民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続き開始の申立てを行ったとき。　 

２　前項の資格の再審査を申請しようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
　(１)　別に定める高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書（県内業者）


	　(２)　略
（３） 略
(４)　略
　(５)　前各号に掲げる書類のほか、参考となる書類　

	　(２)　略
　　(３)　略
　　(４)　略
　(５)　その他参考となる書類　



